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資料８ 

 公契約条例 60歳以上適用に向けたアンケート  
 

日頃から、多摩市の公契約事業にご理解・ご協力いただきありがとうございます。 

現在、委託・指定管理については６０歳以上の労働者は多摩市公契約条例の適用対象外です。

その理由は、「６０歳以上の労働者に対して労務報酬下限額を適用すると、事業者は作業能率や

作業効率を優先して雇用し、６０歳以上の労働者の雇用機会が減少するおそれがあるのではない

か。」との危惧があったことによるものです。 

しかし、昨今の社会情勢を鑑み、本条例の対象にすることを多摩市公契約審議会で検討してい

ます。 

改正することにより、６０歳以上の労働者も多摩市公契約条例で定めている労務報酬下限額の

適用を受けることとなった場合、事業者の皆様におかれましては、どのような影響・問題が生じ

るか可能性があるかお聞かせください。 

 

 

多摩市公契約条例対象件名をご記入ください。 

 

 

 

御社名をご記入ください。 

 

 

 

 

Ｑ１ 多摩市から受注している公契約条例対象業務に関して、６０歳以上の労働者の雇用状況の現状

について、お聞かせ下さい。   

 

⑴ ６０歳以上の労働者を雇用されていますか。（一つを選択して下さい。） 

☐ はい ☐ いいえ 

 

⑵ 雇用されている場合、雇用されている全ての労働者のうち、人数的にどの程度の割合を占めて

いますか？（おおよその数字でも構いません） 

 ％ 

 

  

Ｑ２ ６０歳以上の労働者も多摩市公契約条例の適用対象とすることについて、お考えをおきかせく

ださい。 

⑴ 60歳以上の労働者も公契約条例の適用対象とした方が 

☐ 
した方がよい

(⑵へ) 
☐ 

しないほうが
よい 

☐ わからない 

 

⑵ 「した方がよい」とお考えの皆さんにお伺いします。何歳まで対象がよいかお考えをお聞かせ

ください。 

☐ 65歳まで ☐ 70歳まで ☐ 労働者全員 ☐ その他（      ） 
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Ｑ３ 今後、６０歳以上の労働者も多摩市公契約条例の適用対象とし、労務報酬下限額の適用を受け

た場合に事業運営上問題が生じるか、お考えをお聞かせください。 

 

⑴ 事業運営上に問題が生じる可能性が 

☐ 高い(⑵へ) ☐ 
それなりに
ある(⑵へ) 

☐ 低い ☐ ない ☐ わからない 

 

⑵ 「高い」「それなりにある」とお考えの皆さんにお伺いします。具体的にどのような問題が生

じることで事業運営上に影響・問題が生じてしまうかをお聞かせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４ 今後、６０歳以上の労働者も多摩市公契約条例の適用対象とし、労務報酬下限額の適用を受

けた場合に労働者の確保に問題が生じるか、お考えをお聞かせください。 

  

⑴ ６０歳以上の労働者の雇用機会減少するおそれが 

☐ 高い(⑵へ) ☐ 
それなりに
ある(⑵へ) 

☐ 低い ☐ ない ☐ わからない 

 

⑵ 「高い」「それなりにある」とお考えの皆さんにお伺いします。具体的にどのような問題が生

じることで６０歳以上の労働の雇用機会が減少してしまうかをお聞かせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ５ 今後、６０歳以上の労働者も多摩市公契約条例の適用対象とする場合、何年後であれば対応す

ることが可能であるかお教えください、 

 

⑴   

☐ １年後 ☐ ２～３年後 ☐ 
４年以上後 

(⑵へ) 
☐ 

対応不可 

(⑵へ) 
☐ わからない 

 

⑵ 「４年以上後」「対応不可」と回答いただいた皆さんにお伺いします。具体的にどのような影

響・問題が生じるかをお聞かせ下さい。 

 

 

 

 

 

最後までご回答いただきありがとうございました。 

〇月×日までに koukeiyaku@city.tama.tokyo.jp にご提出ください。 

mailto:koukeiyaku@city.tama.tokyo.jp

